
松戸市公告第３号 

 

 次のとおり松戸市の公有財産を一般競争入札により売払いをするので、地方

自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項の規定により公

告する。 

  令和８年１月１４日 

 

                   松戸市長 松戸 隆政 

 

記 

 

１ 入札に付する物件 

  次の物件を紀尾井町戦略研究所株式会社が提供する KSI 官公庁オークショ

ンのインターネット公有財産売却システム（以下「売却システム」という。）

により入札に付し、売り払う。 

⑴  物件番号 松７－１ 

⑵  物件名  ピアノ（平成５年９月１７日取得） 

⑶  規格   コンサートグランドピアノ 

スタインウェイ＆サンズ Ｄ－２７４ 

（製造番号：５２５８９５） 

※付属品（各１） 

 ・ピアノフルカバー、鍵盤カバー、鍵盤蓋鍵 

 ・コンサート用ベンチ 

⑷  保管場所 松戸市千駄堀６４６番地の４ 松戸市文化会館 

⑸  数量   １台 

⑹  予定価格（税込み）５，０００，０００円 

⑺  入札保証金      ５００，０００円 

 

２ 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

  以下のいずれかに該当する者は、公有財産売却に参加することができませ

ん。 

 ⑴ 地方自治法施行令第１６７条の４第１項各号又は第２項各号に該当する

と認められる者 

 ⑵ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の３第１項に規定する

公有財産に関する事務に従事する松戸市職員 

 ⑶ 松戸市建設工事等暴力団対策措置要綱第２条に規定する排除措置を受け



ている者 

 ⑷ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第２号に規定する暴力団。並びに、個人にあっては、同条第６

号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）に該当すると認められ

る者。また、法人にあっては、役員等（法人の役員又はその支店若しくは

営業所等を代表する者をいう。）、代理人、使用人又は入札代理人として使

用している者が暴力団員に該当すると認められる者 

 ⑸ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律

第１４７号）第５条に規定する観察処分の決定を受けた団体及び当該団体

の役員又は構成員 

 ⑹ 日本語を完全に理解できない者 

 ⑺ 日本国内に住所、連絡先がいずれもない者（代理人が日本国内に住所又は

連絡先がある場合を除く。） 

 ⑻ ＫＳＩ官公庁オークションのＩＤを取得していない者（委任する場合を

除く。） 

 ⑼ 松戸市が定めるインターネット公有財産売却ガイドライン及び紀尾井町

戦略研究所株式会社官公庁オークションに関する規約・ガイドラインの内

容を承諾せず、順守できない者 

 ⑽ 公有財産の買受について一定の資格、その他の条件を必要とする場合で

これらの資格などを有していない者 

 

３ 下見会について 

  下見会を次のとおり実施する。見学を希望する場合は、松戸市社会教育課施

設担当室（電話番号 047-368-1238）に事前に電話予約をすること。 

⑴  場所 松戸市千駄堀６４６番地の４ 松戸市文化会館 

⑵  期間 令和８年１月２３日（金）、１月２４日（土） 

      １０時から１１時３０分まで及び１３時３０分から１５時まで 

※各前日までに申し込みを行うこと。 

 

４ 一般競争入札の参加申込み等に関する事項 

  次に掲げるとおりの手続きを行うこと。 

⑴  参加仮申込み 

   入札に参加しようとする者は、令和８年１月１４日（水）１３時から令和

８年２月３日（火）１４時までの間に、売却システムにより参加仮申込み

手続きを行うこと。 

   KSI官公庁オークション https://kankocho.jp 



⑵  参加本申込み 

   上記（１）の参加仮申込み手続き終了後、令和８年２月３日（火）１４時

（郵送の場合は、令和８年２月３日（火）１４時必着）までに所定の申込

書及び関連書類を松戸市社会教育課施設担当室に提出することにより参加

本申込み手続きを行うこと。 

   提出場所 〒271-0092 松戸市松戸１３８９番地の１ 

              松戸市民会館 ２階 事務所 

  ※上記手続きに加えて、入札保証金の納付をもって参加本申込みが完了と

なります。 

 ⑶ 提出書類 

  ア 公有財産売却一般競争入札参加申込兼入札保証金返還請求書兼口座振

替依頼書（松戸市ホームページに掲載） 

  イ 誓約書（松戸市ホームページに掲載） 

  ウ 住民票（抄本・発効後３か月以内のもの）又は免許証の写し(参加申込

者が個人の場合) 

  エ 商業登記簿謄本（発効後３か月以内のもの）（参加申込者が法人の場合） 

  オ 印鑑登録証明書（発効後３か月以内のもの）（法人の場合は、印鑑証明

書） 

  カ 委任状（松戸市ホームページに掲載）（参加申込者が代理人を選任した

場合のみ） 

    松戸市ホームページからダウンロードすること。 

https://www.city.matsudo.chiba.jp/ 

５ 契約書案その他入札に必要な書類を示す場所 

⑴ 契約書案その他入札に必要な書類を示す場所 

   「松戸市ホームページ」https://www.city.matsudo.chiba.jp/ 

⑵ 契約書その他入札に必要な書類を示す期間 

   令和８年１月１４日（水）１３時から令和８年２月３日（火）１４時まで 

 

６ 入札保証金 

⑴ 入札に参加しようとする者は、松戸市が定めた入札保証金を参加本申込み

期限までに松戸市が指定する金融機関又は松戸市が指定する振込先口座

に納付すること。なお、入札保証金納入に要する振込手数料については、

入札に参加しようとする者の負担とする。 

⑵ 落札者が納付した入札保証金は、本人からの申し出により契約保証金に充

当することができる。 

⑶ 落札者以外の納付した入札保証金は、原則として入札期間終了後返還する。

https://www.city.matsudo.chiba.jp/


なお、入札保証金には、利息を付さない。 

 

７ 入札執行の場所及び日時 

⑴  場  所 売却システム上 

 ⑵ 入札期間 令和８年２月１７日（火）１３時から 

令和８年２月２４日（火）１３時まで 

 ⑶ 開札日時 令和８年２月２４日（火）１３時 

 

８ 入札方法 

  売却システムにより入札価格を登録する。なお、この登録は１度しか行うこ

とができない。また、郵送等による入札書の提出は認めない。 

   

９ 入札の無効 

  次のいずれかに該当する入札は無効とする。 

 ⑴ この公告に示した入札に参加する者に必要な条件に該当しない者がした

入札 

 ⑵ 虚偽の申し込み等を行った者による入札 

 ⑶ その他、松戸市インターネット公有財産売却ガイドライン等に記載する

無効な入札に該当するもの。 

 

10 落札者の決定 

  入札期間終了後、松戸市は、売却システムを使用して開札を行い、入札価格

が予定価格以上で、かつ、最高価格である入札者を落札者に決定する。ただ

し、落札者となるべき最高価格の入札者が複数存在する場合には、くじ（自

動抽選）により落札者を決定する。なお、落札者の決定にあたっては、落札者

のログインＩＤに紐づく会員識別番号を落札者の氏名（名称）とみなす。ま

た、落札者のログインＩＤに紐づく会員識別番号及び落札金額を売却システ

ム上に一定期間公開する。 

 

11 契約の締結 

  落札者は、令和８年３月３日（火）１７時（郵送の場合は、令和８年３月３

日必着）までに依頼書（契約保証金充当依頼書兼売払代金充当依頼書）を送

付して松戸市が定めた契約保証金を納付し、松戸市と契約を締結しなければ

ならない。なお、期限までに契約を締結しなかった場合は、売却の決定を取

り消し、納付した入札保証金若しくは契約保証金は返還しない。 

 



12 売払代金の残金納付 

  落札者は、落札金額から事前に納付した契約保証金を差し引いた金額を松

戸市が指定する金融機関又は松戸市が指定する振込先口座に令和８年３月１

０日（火）１４時３０分までに納付しなければならない。なお、期限までに売

払代金の残金の納付が確認できなかった場合は、売却の決定を取り消し、契

約保証金は返還しない。また、売払代金納入に要する振込手数料については、

落札者の負担とする。 

 

13 売却物件の引渡し期限及び場所 

  売払代金の残金の納付を確認した後、落札者と協議のうえ令和７年度以内

に物件の保管場所で現状のまま引渡すものとする。なお、引渡しに関する一

切の費用は落札者の負担とし、当市では発送業務や引渡時の手伝いなどは一

切行わない。 

 

14 その他 

 ⑴ 松戸市は、売払物件の契約不適合責任は負わない。 

 ⑵ 契約締結後に松戸市の責に帰することができない事由により売却物件の

滅失及びき損等が生じた場合は、松戸市に対して契約の解除及び売払代金

の減額を請求することができない。 

 ⑶ 松戸市は、売払代金の残金の納付後、落札者が売払物件の引取りを放棄し

た場合は、契約保証金及び売払代金の残金を返還することはできない。 

 

15 入札及び契約に関する問い合わせ先 

  松戸市 社会教育課施設担当室 

  〒２７１－００９２ 松戸市松戸１３８９番地の１ 

  電話番号 ０４７－３６８－１２３８ 

 


